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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年８月７日にその他の者に対する割当の募集条件その他新株式発行に関して必要な事項が決定さ

れたこと、同日に平成26年３月期第１四半期決算短信が公表されたこと及び同日に臨時報告書を関東財務

局長に提出したことに伴い、平成25年３月28日に提出いたしました有価証券届出書並びに平成25年３月29

日、５月10日、６月19日、７月９日及び７月10日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の記載事

項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出す

るものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

  第１　募集要項

　　　１　新規発行株式

　　　２　株式募集の方法及び条件

　　　（１）募集の方法

　　　（２）募集の条件

　　　４　新規発行による手取金の使途

　　　（１）新規発行による手取金の額

　第２　売出要項

　　募集又は売出しに関する特別記載事項

　　　事業再生計画の概要について

　　　１．本事業再生計画の基本方針

　　　２．企業再編等

　　　３．金融支援

　　　（１）債権放棄を受ける債務の内容等

　　　（２）金融支援による当社財務への影響

　　　（３）上場廃止基準への該当に関する事項

　　　４．本事業再生計画のスケジュール

　第３　第三者割当の場合の特記事項

　　　１　割当予定先の状況

　　　３　発行条件に関する事項

（１）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方、本第三者割当増資が有利発行に該当する

ものと判断した理由、その判断の過程及び本第三者割当増資を有利発行により行う理由並びに本第三

者割当増資に関して監査役が表明する意見

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

　　　４　大規模な第三者割当増資に関する事項

　　　５　第三者割当増資後の大株主の状況

　　　６　大規模な第三者割当増資の必要性

（２）大規模な第三者割当増資による既存株主への影響についての取締役会の判断内容

（３）大規模な第三者割当増資を行うことについての判断過程

　
第三部　追完情報
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３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　線で示しております。

 

第一部　証券情報

  第１　募集要項

   　 １　新規発行株式

（訂正前）

種類 発行数（上限） 内容

普通株式 346,750,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。なお、単元株式数は
1,000株であります。

（注）１. ＜省略＞

　　　２．＜省略＞

３．本第三者割当増資の実行は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　事業再生計画の概要につい

て」に記載のとおり、①本株主総会において、(ⅰ)当社を株式交換完全親会社とし当社連結子会社５社

（中山三星建材株式会社、中山通商株式会社、三星商事株式会社、三星海運株式会社及び三泉シヤー株

式会社を指します。以下、これら５社を総称して「連結子会社ら」といいます。）を株式交換完全子会

社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の増加に係る

定款変更、及び(ⅲ)本第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生しているこ

と、②機構により、関係金融機関等が当社に対して有する金融債権に関して、株式会社地域経済活性化

支援機構法（平成21年法律第63号、その後の改正を含む。以下、「機構法」といいます。）第28条第１項

に定める買取決定（以下、「本買取決定」といいます。）が行われること（平成25年６月20日予定）、

並びに当社に対して金融債権を有する関係金融機関等（以下、「関係金融機関等」といいます。）から

受ける約602億円の債権放棄（以下、「本債権放棄」といいます。）が実行されることを条件として行

うものであります。

４．本第三者割当増資に関する本株主総会での承認及び本第三者割当増資に先立って当社が予定している

本株式交換の効力発生（平成25年７月９日を予定しております。）までは本株主交換における反対株

主からの株式買取請求の有無などが未確定であるため、前記発行数（上限）は、本株式交換における反

対株主による株式買取請求が全くなされない状況を仮定した場合に、希薄化率に関する株式会社東京

証券取引所（以下、「東証」といいます。）の上場廃止基準に抵触しないという条件の下、本第三者割

当増資後に割当予定先が保有することとなる議決権数の合計が当社の議決権総数の３分の２超となる

こと及び払込金額の合計を約90億円（予定）とすることを勘案して、割当予定先が引受けることが想

定される最大の発行株式数を記載しております。

なお、発行数の上限に関しては、具体的に以下のように確認することができます。すなわち、当社の発行

済株式総数は、平成24年９月30日現在131,383千株であり、議決権数は、128千個となっております。本株

式交換における反対株主による株式買取請求が全くなされないと仮定した場合に、本株式交換による

当社株式の新規発行数は、152,772千株を予定しており、これにより議決権数は、66千個増加する予定で

す（なお、子会社間の持ち合い株式に交付される当社株式については、子会社が保有する親会社株式に

該当することになることから、議決権数の増加に寄与致しません。）。さらに、本第三者割当増資により

346千個の議決権が増加することによって、総議決権数は541千個となる予定です。この結果、スポン

サー（新日鐵住金株式会社、阪和興業株式会社、日鐵商事株式會社、エア・ウォーター株式会社、大阪瓦

斯株式会社及び大和ＰＩパートナーズ株式会社の６社を指します。以下、当該６社を総称して「スポン
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サー」といいます。）の本第三者割当増資後の議決権数は、スポンサーの既所有分15千個と合わせて

362千個となり、総議決権数に占める割合は、67.0%（３分の２超）となる予定です。しかしながら、本株

式交換において、株式買取請求が行われた場合には、株式交換による新規発行数が減少するため、スポ

ンサーが３分の２超の議決権を獲得するための必要株式数が減少いたします。このため、本第三者割当

増資の発行数346,750千株は、発行数の上限となっております。

本第三割当増資の最終的な発行数及び発行価格は、本株式交換の結果（反対株主による株式買取請求

の結果を含みます。以下、同じ。）を踏まえて、本第三者割当増資後に割当予定先が保有することとなる

議決権数の合計が当社の議決権総数の３分の２超となること及び払込金額の合計を約90億円（予定）

とすることを勘案し、平成25年７月10日以降、本株式交換の結果を踏まえて各スポンサーと協議の上、

前記発行数（上限）及び後記「（2）募集の条件」記載の発行価格の範囲内で平成25年８月７日開催

予定の当社取締役会において最終決定いたします。

５．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

（訂正後）

種類 発行数 内容

普通株式 346,636,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。なお、単元株式数は
1,000株であります。

（注）１.＜省略＞

      ２.＜省略＞ 

３．本第三者割当増資の実行は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　事業再生計画の概要につい

て」に記載のとおり、①本株主総会において、(ⅰ)当社を株式交換完全親会社とし当社連結子会社５社

（中山三星建材株式会社、中山通商株式会社、三星商事株式会社、三星海運株式会社及び三泉シヤー株

式会社を指します。以下、これら５社を総称して「連結子会社ら」といいます。）を株式交換完全子会

社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の増加に係る

定款変更、及び(ⅲ)本第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生しているこ

と、②機構により、関係金融機関等が当社に対して有する金融債権に関して、株式会社地域経済活性化

支援機構法（平成21年法律第63号、その後の改正を含む。以下、「機構法」といいます。）第28条第１項

に定める買取決定（以下、「本買取決定」といいます。）が行われること、③当社に対して金融債権を

有する関係金融機関等（以下、「関係金融機関等」といいます。）から受ける約602億円の債権放棄

（以下、「本債権放棄」といいます。）が実行されること、並びに④金融商品取引法に基づく届出の効

力が発生していることを条件として行うものであります。なお、前記①の条件に関しましては、本株主

総会において前記(ⅰ)ないし(ⅲ)に係る議案が承認可決され、平成25年７月９日に前記(ⅰ)の効力が、

同年７月10日に(ⅱ)の効力が生じております。前記②の条件に関しましては、同年６月20日に本買取決

定が行われております。
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４．振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

（注）４．の全文削除および５．の番号変更

 

　

　　　２　株式募集の方法及び条件

　　　（１）募集の方法

（訂正前）

区分 発行数（上限）
発行価額の総額（円）

（予定）
資本組入額の総額（円）

（予定）

株主割当 － － －

その他の者に
対する割当

346,750,000株 9,015,500,0004,507,750,000

一般募集 － － －

計（総発行株式） 346,750,000株 9,015,500,0004,507,750,000

（注）１．第三者割当増資の方法によります。

２．発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金

の額の総額（発行価格を26円と仮定して算出）であります。また、増加する資本準備金の額の総額は

4,507,750,000円（発行価格を26円と仮定して算出）の予定です。

３．最終的な発行数及び発行価格は、本第三者割当増資に関する本株主総会での承認及び本株式交換の効

力発生後に、前記発行数（上限）及び後記「(２) 募集の条件」記載の発行価格（下限）の範囲内で平

成25年８月７日開催予定の当社取締役会において最終決定いたします。よって、発行価額の総額、資本

組入額の総額及び増加する資本準備金の額も、同最終決定によって決定いたします。なお、発行価額の

総額は90億円～93億円の範囲となる予定です。

　

（訂正後）

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に
対する割当

346,636,000株 9,012,536,0004,506,268,000

一般募集 － － －

計（総発行株式） 346,636,000株 9,012,536,0004,506,268,000

（注）１．第三者割当増資の方法によります。

２．発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金

の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は4,506,268,000円の予定です。

（注）３．の全文削除
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　　　（２）募集の条件

（訂正前）

発行価格
（円）（下限）

資本組入額
（円）（予定）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

26円 4,507,750,0001,000株
平成25年８月27日
(火)

－
平成25年８月27日
(火)

（注）１．第三者割当増資の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額（発行価格を26

円と仮定して算出）であります。

３．発行価格については、26円を下限としておりますが、本株式交換の結果により、本第三者割当増資の発

行数が減少する可能性があることから、資金調達所要額（90億円～93億円）を確保するためには、26円

を上回ることが考えられます。

４．払込期日までに、総数引受契約を締結しない場合は、本普通株式に係る割当は行われないこととなりま

す。

５．申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むも

のとします。

６．本第三者割当増資の実行は、①本株主総会において、(ⅰ) 本株式交換、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の

増加に係る定款変更、及び(ⅲ)本第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生

していること、②機構により、本買取決定が行われること（平成25年６月20日予定）、並びに③本債権

放棄が実行されることを条件としております。

７．本第三者割当増資の申込期間及び払込期日は、本第三者割当増資が本債権放棄の実行を条件としてい

ることから、本債権放棄の実行と同時を予定しており、本債権放棄の実行は、本買取決定に基づく債権

買取り等の実行と同時を予定しているところ、当該債権買取り等の実行は、当該債権買取り等の実行に

係る債権調査のための期間（本買取決定から２か月程度）を勘案して、平成25年８月27日に予定され

ていることから、本第三者割当増資の申込期間及び払込期日も同日に設定しております。

８．最終的な発行価格その他の募集条件は、本第三者割当増資に関する本株主総会での承認及び本株式交

換の効力発生後に、前記発行数（上限）及び発行価格（下限）その他の項目に記載された範囲内で平

成25年８月７日開催予定の当社取締役会において最終決定いたします。

　

（訂正後）

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

26円 4,506,268,0001,000株
平成25年8月27日
(火)

－
平成25年8月27日
(火)

（注）１．第三者割当増資の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

３．払込期日までに、総数引受契約を締結しない場合は、本普通株式に係る割当は行われないこととなりま

す。

４．申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むも

のとします。
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５．本第三者割当増資の実行は、①本株主総会において、(ⅰ) 本株式交換、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の

増加に係る定款変更、及び(ⅲ)本第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生

していること、②機構により、本買取決定が行われること、③本債権放棄が実行されること、並びに④金

融商品取引法に基づく届出の効力が発生していることを条件としております。なお、前記①の条件に関

しましては、本株主総会において前記(ⅰ)ないし(ⅲ)に係る議案が承認可決され、平成25年７月９日に

前記(ⅰ)の効力が、同年7月10日に前記(ⅱ)の効力が生じております。前記②の条件に関しましては、同

年６月20日に本買取決定が行われております。

６．本第三者割当増資の申込期間及び払込期日は、本第三者割当増資が本債権放棄の実行を条件としてい

ることから、本債権放棄の実行と同時を予定しており、本債権放棄の実行は、本買取決定に基づく債権

買取り等の実行と同時を予定しているところ、当該債権買取り等の実行は、当該債権買取り等の実行に

係る債権調査のための期間（本買取決定から２か月程度）を勘案して、平成25年８月27日に予定され

ていることから、本第三者割当増資の申込期間及び払込期日も同日に設定しております。

（注）３．及び８．の全文削除並びに４．ないし７．の番号変更

　

　
　　　４　新規発行による手取金の使途

　　　（１）新規発行による手取金の額

（訂正前）

払込金額の総額（円）（予定） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

9,015,500,000 33,000,000 8,982,500,000

（注）１．払込金額の総額（予定）は、前記の発行数（上限）及び発行価格（下限）を基礎として算出した見込

み額です。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．発行諸費用は、主に登録免許税等の登記関連費用を予定しております。

 

（訂正後）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

9,012,536,000 33,000,000 8,979,536,000

（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２．発行諸費用は、主に登録免許税等の登記関連費用を予定しております。 

（注）１．の全文削除並びに２．及び３．の番号変更
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　第２　売出要項

　　募集又は売出しに関する特別記載事項

　　事業再生計画の概要について

　　　１．本事業再生計画の基本方針

（訂正前）

＜前略＞

③ 健全な財務体質への改善

関係金融機関等から本債権放棄(約602億円の債権放棄)を受けることで有利子負債を306億円程度まで削

減し、スポンサーによる総額約90億円（予定）規模の出資を受けることで、財務体質を大幅に改善しま

す。

＜後略＞

 

（訂正後）

＜前略＞

③ 健全な財務体質への改善

関係金融機関等から本債権放棄(約602億円の債権放棄)を受けることで有利子負債を306億円程度まで削

減し、スポンサー（新日鐵住金株式会社、阪和興業株式会社、日鐵商事株式會社、エア・ウォーター株式会

社、大阪瓦斯株式会社及び大和ＰＩパートナーズ株式会社の６社を指します。以下、当該６社を総称して

「スポンサー」といいます。）による総額約90億円規模の出資を受けることで、財務体質を大幅に改善し

ます。

＜後略＞

　

　　　２. 企業再編等

（訂正前）

当社が、本事業再生計画を遂行し、当社事業の再生を図るためには、グループ一体経営を強化し、当社グ

ループが一体となって再生に取り組むとともに、財務体質を改善する必要があることから、以下の企業再

編等を予定しています。

　　　（１）株式交換

当社は、グループ全体の経営資源の選択と集中及びガバナンス体制の強化を目的として、連結子会社らと

の間で本株式交換を実施し、連結子会社らの全てを当社の完全子会社とします。

　　　（２）第三者割当増資

当社は、①本株主総会において、(ⅰ) 本株式交換、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の増加に係る定款変更、

及び(ⅲ)本第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生していること、②本買取

決定が行われること、並びに③本債権放棄が実行されることを前提に、スポンサーに対して、第三者割当

増資による募集株式の発行を行います。

なお、実際の発行株式数及び払込金額は、本第三者割当増資に関する本株主総会での承認及び本株式交換

の効力発生後に、本株式交換の効力発生日後の当社の発行済株式総数や総議決権数の状況等を踏まえて

各スポンサーとの協議により最終決定する予定です。したがって、今後、スポンサーの取得する株式数、取

得する議決権比率及び払込金額には変更が生じる可能性があります。
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当社は、スポンサーに対して、第三者割当による募集株式の発行を行うことにより、本事業再生計画の遂

行に必要な総額約90億円（予定）規模の資金を調達し、スポンサーの当社に対する議決権比率は、合計で

３分の２超となります。また、当社は、スポンサーに対して、本事業再生計画の遂行に必要な最大限の支援

と協力を依頼します。

＜後略＞

　

（訂正後）

当社が、本事業再生計画を遂行し、当社事業の再生を図るためには、グループ一体経営を強化し、当社グ

ループが一体となって再生に取り組むとともに、財務体質を改善する必要があることから、以下の企業再

編等を実施し、あるいは実施を予定しています。

　　　（１）株式交換

当社は、グループ全体の経営資源の選択と集中及びガバナンス体制の強化を目的として、連結子会社らと

の間で本株式交換を実施し、連結子会社らの全てを当社の完全子会社としました。

　　　（２）第三者割当増資

当社は、①本株主総会において、(ⅰ) 本株式交換、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の増加に係る定款変更、

及び(ⅲ)本第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生していること、②本買取

決定が行われること、③本債権放棄が実行されること、並びに④金融商品取引法に基づく届出の効力が発

生していることを前提に、スポンサーに対して、第三者割当増資による募集株式の発行を行います。

なお、実際の発行株式数及び払込金額は、本第三者割当増資に関する本株主総会での承認及び本株式交換

の効力発生後に、本株式交換の効力発生日後の当社の発行済株式総数や総議決権数の状況等を踏まえて

各スポンサーとの協議により最終決定いたしました。

当社は、スポンサーに対して、第三者割当による募集株式の発行を行うことにより、本事業再生計画の遂

行に必要な総額約90億円規模の資金を調達し、スポンサーの当社に対する議決権比率は、合計で３分の２

超となります。また、当社は、スポンサーに対して、本事業再生計画の遂行に必要な最大限の支援と協力を

依頼します。

＜後略＞

　

　

　　　３．金融支援

　　　（１）債権放棄を受ける債務の内容等

（訂正前）

＜前略＞

債権放棄を受ける債務の種類 借入金

本債権放棄の額（単体） 約602億円

最近事業年度の末日（平成24年３月31日）の債務の総額（単体） 1,177億円

最近事業年度の末日（平成24年３月31日）の債務の総額に対する当該債権放

棄等の割合
51％
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（訂正後）

＜前略＞

債権放棄を受ける債務の種類
借入金及びデリバティブ解約清

算金

本債権放棄の額（単体） 602億円

最近事業年度の末日（平成25年３月31日）の債務の総額（単体） 1,074億円

最近事業年度の末日（平成25年３月31日）の債務の総額に対する当該債権放

棄等の割合
56％

　

　　　（２）金融支援による当社財務への影響

（訂正前）

平成24年12月31日における連結純資産額は約426億円である一方で、本日別途開示しております「臨時報

告書」に記載のとおり、平成25年３月期に減損損失約522億円及び棚卸資産評価損約35億円の特別損失を

計上することから、この結果、平成25年３月期決算において、連結純資産がマイナスとなり、債務超過とな

る見通しです。

＜後略＞

　

（訂正後）

平成24年12月31日における連結純資産額は約426億円である一方で、平成25年３月28日に別途開示してお

ります「臨時報告書」に記載のとおり、平成25年３月期に減損損失約522億円及び棚卸資産評価損約35億

円の特別損失を計上した結果、平成25年３月期決算において、連結純資産がマイナスとなり、債務超過と

なりました。

＜後略＞

　

　　　（３）上場廃止基準への該当に関する事項

（訂正前）

＜前略＞

但し、本債権放棄額は最近事業年度の末日の債務の総額の10%以上となることから、本債権放棄の合意に

より、当社は東証の上場廃止基準に抵触することとなります。

当社としては上場維持のため、有価証券上場規程第605条第１項に基づく再建計画等の審査に係る申請を

行います。これに伴い、同取引所により再建計画が適当と認められ、かつ、本債権放棄の合意がなされ、再

建計画を開示した日の翌日（平成25年６月21日）から１ヶ月間の平均時価総額及び当該1ヶ月間の最終

日（平成25年７月20日（実質的に同年７月19日））の時価総額のいずれもが10億円以上であったときに

は、上場が維持されることになります。

　

（訂正後）

＜前略＞

但し、本債権放棄額は最近事業年度の末日の債務の総額の10%以上となることから、本債権放棄の合意に

より、当社は株式会社東京証券取引所（以下、「東証」といいます。）の上場廃止基準に抵触することと

なります。

当社としては上場維持のため、有価証券上場規程第605条第１項に基づく再建計画等の審査に係る申請を

行いました。これに伴い、同取引所により再建計画が適当と認められたこと、本債権放棄の合意がなされ
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たこと、および再建計画を開示した日の翌日（平成25年６月21日）から１ヶ月間の平均時価総額及び当

該1ヶ月間の最終日（平成25年７月20日（実質的に同年７月19日））の時価総額のいずれもが10億円以

上であったことから、上場が維持されております。

　

　

　　　４．本事業再生計画のスケジュール

（訂正前）

平成25年３月28日（木） 機構に対する再生支援申込み及び本再生支援決定

  本株式交換に関する株式交換契約の締結

 ５月中旬 本株主総会の招集等に係る取締役会決議

 ６月18日まで 連結子会社らの定時株主総会

 

６月18日（火）

 
 
 

本株主総会

本株式交換の承認

定款変更の承認

本第三者割当増資の承認

 
６月20日（木）

 
本債権放棄の合意（予定）

本買取決定（予定）

 ７月９日（火） 本株式交換の効力発生（予定）

 ８月７日（水） 本第三者割当増資の最終条件の決定（予定）

 

８月27日（火）

 

 

本債権放棄の実行（予定）

機構による債権買取り等（注）の実行（予定）

本第三者割当増資に係る払込みの完了（予定）

（注）機構法第22条第１項第１号に定める「債権買取り等」を指します。

　

（訂正後）

平成25年３月28日（木） 機構に対する再生支援申込み及び本再生支援決定

  本株式交換に関する株式交換契約の締結

 ５月中旬 本株主総会の招集等に係る取締役会決議

 ６月18日まで 連結子会社らの定時株主総会

 

６月18日（火）

 
 
 

本株主総会

本株式交換の承認

定款変更の承認

本第三者割当増資の承認

 
６月20日（木）

 
本債権放棄の合意

本買取決定

 ７月９日（火） 本株式交換の効力発生

 ８月７日（水） 本第三者割当増資の最終条件の決定
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８月27日（火）

 

 

本債権放棄の実行（予定）

機構による債権買取り等（注）の実行（予定）

本第三者割当増資に係る払込みの完了（予定）

（注）機構法第22条第１項第１号に定める「債権買取り等」を指します。

　

　第３　第三者割当の場合の特記事項

　　　１　割当予定先の状況

（訂正前）

 a 割当予定先の概要

名　　称 新日鐵住金株式会社

本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

直近の有価証券報告書（当該有

価証券報告書の提出後に提出さ

れた四半期報告書又は半期報告

書を含む。）の提出日

（有価証券報告書）

事業年度第88期

（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

平成25年６月25日　関東財務局長に提出

b 提出者と割当予定

先との間の関係

出資

関係

当社が保有している

割当予定先の株式数

(株)

0

割当予定先が保有し

ている当社の株式数

(株)

12,875,957

人事関係
当社の取締役のうち、藤井博務氏は割当予定先の役職

員出身者です。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係

電炉で生産される半製品納入、熱延工場生産能力を活

用した加工受託、及び厚板の圧延委託などの鉄鋼製品

の販売や原材料仕入等に関する取引関係があります。

＜中略＞

c 割当予定先の選定理由

＜中略＞

その上で、当社は、外部からの資本受け入れを含むその他の財務基盤の強化施策を検討し、本有価証券届出書

提出日に、三菱東京UFJ銀行と協議の上、機構に再生支援を申し込みし、本事業再生計画を提出しております。機

構の再生支援手続の中で、企業価値の棄損を回避し財務健全化を図ることを目的として、本事業再生計画に基づ

いて、透明・公正な手続により①関係金融機関等に対して本債権放棄等の金融支援を依頼し、本事業再生計画を

遂行するための企業再編面での取り組みとして、②本株式交換によるグループ一体化を強化した上で、③スポン

サー各社から約90億円（予定）規模の本第三者割当増資により資金調達を行うことにより、財務基盤の強化を

図り、抜本的な事業再構築に取り組み、企業価値の最大化を図ることとしました。

＜中略＞

　なお、各割当予定先の個別選定理由は下表のとおりです。
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割当予定先 選定理由

新日鐵住金株式会社 電炉で生産される半製品納入、熱延工場生産能力を活用した加工受託、及
び厚板の圧延委託などの鉄鋼製品の販売や原材料仕入関係の更なる強
化、また、当社は、今後新日鐵住金株式会社が指名する監査役１名を、本株
主総会における選任決議に基づき受け入れる予定

阪和興業株式会社 鉄鋼製品の販売や原材料仕入関係の更なる強化

日鐵商事株式會社 鉄鋼製品の販売や原材料仕入関係の更なる強化

エア・ウォーター株式会社 液化酸素、液化窒素等液化ガスの原材料仕入関係の更なる強化

大阪瓦斯株式会社 都市ガスの仕入関係の更なる強化

大和ＰＩパートナーズ株式会社 財務的なアドバイスを通じた新たな関係構築とその強化

＜中略＞

d 割り当てようとする株式の数（予定）

新日鐵住金株式会社      　            　約94,246千株　　　約24.5億円

阪和興業株式会社                      　約79,883千株　　　約20.8億円

日鐵商事株式會社                        約52,404千株　　　約13.6億円

エア・ウォーター株式会社　　          　約46,885千株　　　約12.2億円

大阪瓦斯株式会社　                      約19,230千株　　　約 5.0億円

大和ＰＩパートナーズ株式会社          　約54,102千株　　　約14.1億円

 

但し、本第三者割当増資に先立つ本株式交換の結果によっては、当社の発行済株式総数や総議決権数の状況に

変動が生じうるため、各割当先への割当株式数その他の募集の概要の最終的な内容は、本株主総会での承認及び

本株式交換の効力発生後、前記発行数（上限）及び発行価格（下限）その他の項目に記載された範囲内で、平成

25年８月７日開催予定の当社取締役会において最終決定する予定です。

また、発行価額は発行価格を26円（下限）と仮定した場合の予定額を記載しております。

＜中略＞

f 払込みに要する資金等の状況

＜中略＞

なお、本第三者割当増資は、前記「２　株式募集の方法及び条件　（２）募集の条件」（注）６に記載のとお

り、①本株主総会において、(ⅰ) 本株式交換、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の増加に係る定款変更、及び(ⅲ)本

第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生していること、②本買取決定が行われるこ

と、並びに③本債権放棄が実行されることを条件とし、本第三者割当増資の払込期日は、前記「２　株式募集の方

法及び条件　（２）募集の条件」（注）７に記載のとおり、本買取決定に基づく債権買取り等の実行日と同日で

ある平成25年８月27日を予定しております。

＜後略＞

　

EDINET提出書類

株式会社中山製鋼所(E01229)

訂正有価証券届出書（組込方式）

13/29



　

（訂正後）

 a 割当予定先の概要

名　　称 新日鐵住金株式会社

本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号

直近の有価証券報告書（当該有

価証券報告書の提出後に提出さ

れた四半期報告書又は半期報告

書を含む。）の提出日

（有価証券報告書）

事業年度第88期

（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

平成25年６月25日　関東財務局長に提出

b 提出者と割当予定

先との間の関係

出資

関係

当社が保有している

割当予定先の株式数

(株)

0

割当予定先が保有し

ている当社の株式数

(株)

12,875,957

人事関係
当社の監査役のうち、川野辺弘文氏は割当予定先の役

職員出身者です。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係

電炉で生産される半製品納入、熱延工場生産能力を活

用した加工受託、及び厚板の圧延委託などの鉄鋼製品

の販売や原材料仕入等に関する取引関係があります。

＜中略＞

c 割当予定先の選定理由

＜中略＞

その上で、当社は、外部からの資本受け入れを含むその他の財務基盤の強化施策を検討し、本有価証券届出書

提出日に、三菱東京UFJ銀行と協議の上、機構に再生支援を申し込みし、本事業再生計画を提出しております。機

構の再生支援手続の中で、企業価値の棄損を回避し財務健全化を図ることを目的として、本事業再生計画に基づ

いて、透明・公正な手続により①関係金融機関等に対して本債権放棄等の金融支援を依頼し、本事業再生計画を

遂行するための企業再編面での取り組みとして、②本株式交換によるグループ一体化を強化した上で、③スポン

サー各社から約90億円規模の本第三者割当増資により資金調達を行うことにより、財務基盤の強化を図り、抜本

的な事業再構築に取り組み、企業価値の最大化を図ることとしました。

＜中略＞

　なお、各割当予定先の個別選定理由は下表のとおりです。

割当予定先 選定理由

新日鐵住金株式会社 電炉で生産される半製品納入、熱延工場生産能力を活用した加工受託、及
び厚板の圧延委託などの鉄鋼製品の販売や原材料仕入関係の更なる強
化、また、本株主総会における選任決議に基づく新日鐵住金株式会社が指
名した監査役1名の受け入れ

阪和興業株式会社 鉄鋼製品の販売や原材料仕入関係の更なる強化

日鐵商事株式會社 鉄鋼製品の販売や原材料仕入関係の更なる強化

エア・ウォーター株式会社 液化酸素、液化窒素等液化ガスの原材料仕入関係の更なる強化

大阪瓦斯株式会社 都市ガスの仕入関係の更なる強化

大和ＰＩパートナーズ株式会社 財務的なアドバイスを通じた新たな関係構築とその強化

＜中略＞

d 割り当てようとする株式の数

新日鐵住金株式会社      　            　94,212千株　　　24.5億円
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阪和興業株式会社                      　79,856千株　　　20.8億円

日鐵商事株式會社                        52,387千株　　　13.6億円

エア・ウォーター株式会社　　          　46,866千株　　　12.2億円

大阪瓦斯株式会社　                      19,230千株　　　 5.0億円

大和ＰＩパートナーズ株式会社          　54,085千株　　　14.1億円

 

（以下削除）

＜中略＞

f 払込みに要する資金等の状況

＜中略＞

なお、本第三者割当増資は、前記「２　株式募集の方法及び条件　（２）募集の条件」（注）５に記載のとお

り、①本株主総会において、(ⅰ) 本株式交換、(ⅱ)当社の発行可能株式総数の増加に係る定款変更、及び(ⅲ)本

第三者割当増資に係る承認がなされ、前記(ⅰ)及び(ⅱ)の効力が発生していること、②本買取決定が行われるこ

と、③本債権放棄が実行されること、並びに④金融商品取引法に基づく届出の効力が発生していることを条件と

し、本第三者割当増資の払込期日は、前記「２　株式募集の方法及び条件　（２）募集の条件」（注）６に記載の

とおり、本買取決定に基づく債権買取り等の実行日と同日である平成25年８月27日を予定しております。なお、

前記①の条件に関しましては、本株主総会において前記(ⅰ)ないし(ⅲ)に係る議案が承認可決され、平成25年７

月９日に前記(ⅰ)の効力が、同年７月10日に(ⅱ)の効力が生じております。前記②の条件に関しましては、同年

６月20日に本買取決定が行われております。

＜後略＞

　

 

　　　３　発行条件に関する事項

（１）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方、本第三者割当増資が有利発行に該当　　す

るものと判断した理由、その判断の過程及び本第三者割当増資を有利発行により行う理由並びに本第

三者割当増資に関して監査役が表明する意見

（訂正前）

当社は、平成21年より３期連続で多額の営業損失を計上するに至っており、財務体質の改善を含む抜本的な事

業再構築を推進することが不可避となっておりますが、自己資本が脆弱で、過大な有利子負債を負担している現

状では、資本の毀損を伴う抜本的な改革を行うことができない事態に陥っています。

＜中略＞
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当社は、新日鐵住金株式会社をはじめとして、複数の候補先との接触を断続的に行い、事業パートナーとなり

得る企業を模索・検討した結果、新日鐵住金株式会社をはじめとするスポンサーとの間で、当社の現状について

の認識を共有するに至りました。当社は、スポンサーから本事業再生計画の一環として本第三者割当増資により

資金調達を行うことにより、早期に財務基盤の建て直しを図り、収益基盤を構築することが喫緊の課題であると

考えております。かかる財務体質の強化が抜本的収益計画の実現に不可欠であるとの認識のもと、当社及び鉄鋼

業界の置かれた現状を勘案し、スポンサーとの協議を重ねました。その結果として、平成21年より３期連続で多

額の営業損失を計上するに至った現状及び本第三者割当増資は機構による支援を行う当社の事業再生の一環で

あり現実的に実現可能な選択肢が他に存在しないことを踏まえ、本事業再生計画に基づく本債権放棄がなされ

ることを前提としても、新株式を時価で発行して資金調達を行うことは困難であると考えました。そこで、互い

に独立した各スポンサーと当社間で交渉した結果、希薄化率に関する東証の上場廃止基準に抵触しないという

条件の下、本株式交換及び本第三者割当増資後にスポンサーが保有することとなる議決権数の合計が当社の議

決権総数の３分の２超となること及び払込金額の合計を総額約90億円（予定）とすることを基本的な枠組みと

して、本株式交換における反対株主による株式買取請求が全くなされない状況を仮定して発行価格の下限を26

円（本第三者割当増資にかかる取締役会決議日の直前取引日（以下、「直前取引日」といいます。）の終値（70

円）から62.9% （小数第２位以下を四捨五入しています。以下、ディスカウント率の計算について同じです。）

ディスカウントの価格）に設定し、平成25年７月10日以降、本株式交換の結果を踏まえて各スポンサーと協議の

上、最終的には平成25年８月７日開催予定の当社取締役会が決定する価格とすることを予定しております。以上

から、本事業再生計画を遂行し、財務基盤強化の実現及び将来的な企業価値の向上の実現のためには、前記発行

価格により本第三者割当増資を実施することが最善であると考えております。

なお、発行価格の下限（26円）での発行となった場合は、直前取引日から１ヵ月遡った期間の終値の単純平均

値（65円（円未満切捨てしています。以下、終値の単純平均値の計算について同じです。））に対し60.0％の

ディスカウント、直前取引日から３ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（65円）に対し60.0％のディスカウン

ト、直前取引日から６ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（53円）に対して50.9％のディスカウントを行った

金額となり、日本証券業協会の定める第三者割当増資の取扱いに関する指針等に照らせば本第三者割当増資は

有利発行に該当するものと判断されることから、本株主総会において、本第三者割当増資による新株式発行に関

する議案について特別決議による承認を得ることを条件に、本第三者割当増資を行うことといたしました。

＜後略＞

 

（訂正後）

当社は、平成21年より４期連続で多額の営業損失を計上するに至っており、財務体質の改善を含む抜本的な事

業再構築を推進することが不可避となっておりますが、自己資本が脆弱で、過大な有利子負債を負担している現

状では、資本の毀損を伴う抜本的な改革を行うことができない事態に陥っています。

＜中略＞
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当社は、新日鐵住金株式会社をはじめとして、複数の候補先との接触を断続的に行い、事業パートナーとなり

得る企業を模索・検討した結果、新日鐵住金株式会社をはじめとするスポンサーとの間で、当社の現状について

の認識を共有するに至りました。当社は、スポンサーから本事業再生計画の一環として本第三者割当増資により

資金調達を行うことにより、早期に財務基盤の建て直しを図り、収益基盤を構築することが喫緊の課題であると

考えております。かかる財務体質の強化が抜本的収益計画の実現に不可欠であるとの認識のもと、当社及び鉄鋼

業界の置かれた現状を勘案し、スポンサーとの協議を重ねました。その結果として、平成21年より４期連続で多

額の営業損失を計上するに至った現状及び本第三者割当増資は機構による支援を行う当社の事業再生の一環で

あり現実的に実現可能な選択肢が他に存在しないことを踏まえ、本事業再生計画に基づく本債権放棄がなされ

ることを前提としても、新株式を時価で発行して資金調達を行うことは困難であると考えました。そこで、互い

に独立した各スポンサーと当社間で交渉した結果、希薄化率に関する東証の上場廃止基準に抵触しないという

条件の下、本株式交換及び本第三者割当増資後にスポンサーが保有することとなる議決権数の合計が当社の議

決権総数の３分の２超となること及び払込金額の合計を総額約90億円とすることを基本的な枠組みとして、発

行価格を26円（本第三者割当増資にかかる取締役会決議日（平成25年８月７日）の直前取引日（以下、「募集

事項決定直前取引日」といいます。）の終値（60円）から56.7% （小数第２位以下を四捨五入しています。以

下、ディスカウント率の計算について同じです。）ディスカウントの価格であり、本第三者割当増資にかかる当

初の取締役会の決議日（平成25年３月28日）の直前取引日（以下、「当初決議直前取引日」といいます。）の終

値（70円）から62.9%ディスカウントの価格）に決定しております。以上から、本事業再生計画を遂行し、財務基

盤強化の実現及び将来的な企業価値の向上の実現のためには、前記発行価格により本第三者割当増資を実施す

ることが最善であると考えております。

なお、募集事項決定直前取引日から１ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（63円（円未満切捨てしています。

以下、終値の単純平均値の計算について同じです。））に対し58.7％のディスカウント、募集事項決定直前取引

日から３ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（65円）に対し60.0％のディスカウント、募集事項決定直前取引

日から６ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（66円）に対して60.6％のディスカウントを行った金額となり、

当初決議直前取引日から１ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（65円）に対し60.0%のディスカウント、当初決

議直前取引日から３ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（65円）に対し60.0%のディスカウント、当初決議直前

取引日から６ヵ月遡った期間の終値の単純平均値（53円）に対して50.9％のディスカウントを行った金額とな

ります。したがって、日本証券業協会の定める第三者割当増資の取扱いに関する指針等に照らせば本第三者割当

増資は有利発行に該当するものと判断されます。そこで、有利発行となることを想定して、本株主総会において、

本第三者割当増資による新株式発行に関する議案について特別決議による承認を得ております。

＜後略＞
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（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

（訂正前）

本第三者割当増資の発行数量は、互いに独立した各スポンサーと当社間で交渉した結果、希薄化率に関する東

証の上場廃止基準に抵触しないという条件の下、本株式交換及び本第三者割当増資後にスポンサーが保有する

こととなる議決権数の合計が当社の議決権総数の３分の２超となること、並びに払込金額の合計を総額約90億

円（予定）とすることを基本的な枠組みとして、本株式交換における反対株主による株式買取請求が全くなさ

れない状況を仮定して発行数の上限を346,750千株に設定し、平成25年７月10日以降、本株式交換の結果を踏ま

えて各スポンサーと協議の上、最終的には平成25年８月７日開催予定の当社取締役会が決定する発行数とする

ことを予定しております。

＜中略＞

なお、希薄化率は最大で約271％であり300％を超えないことから、東証の上場廃止基準に抵触しない範囲のも

のであります。

 

（訂正後）

本第三者割当増資の発行数量は、互いに独立した各スポンサーと当社間で交渉した結果、希薄化率に関する東

証の上場廃止基準に抵触しないという条件の下、本株式交換及び本第三者割当増資後にスポンサーが保有する

こととなる議決権数の合計が当社の議決権総数の３分の２超となること、並びに払込金額の合計を総額約90億

円とすることを基本的な枠組みとして、当該枠組みの中でその後のスポンサーとの協議の結果、最終的に発行数

を346,636千株に確定いたしました。

＜中略＞

なお、希薄化率は約270％であり300％を超えないことから、東証の上場廃止基準に抵触しない範囲のものであ

ります。

 

 

　　　４　大規模な第三者割当増資に関する事項

（訂正前）

平成24年９月30日現在の当社の発行済株式総数131,383千株に係る議決権の総数は128,169個で、本第三者割

当増資により発行される新株式346,750千株（上限）に係る議決権数は346,750個となります。平成24年９月30

日現在の当社発行済株式総数に対して最大約264％、議決権数に対しては最大約271％の割合となり、25％以上の

割合で希薄化が生じます。したがいまして、本第三者割当増資による新株式の発行は大規模な第三者割当増資に

該当するものであります。

 

（訂正後）

平成25年３月31日現在の当社の発行済株式総数131,383千株に係る議決権の総数は128,161個で、本第三者割

当増資により発行される新株式346,636千株に係る議決権数は346,636個となります。平成25年３月31日現在の

当社発行済株式総数に対して約263％、議決権数に対しては約270％の割合となり、25％以上の割合で希薄化が生

じます。したがいまして、本第三者割当増資による新株式の発行は大規模な第三者割当増資に該当するものであ

ります。
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　　　５　第三者割当増資後の大株主の状況

（訂正前）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数に対
する所有議決数
の割合

割当後の所有株
式数（株）

割当後の総議決権
数に対する所有議
決権数の割合

新日鐵住金株式会社
東京都千代田区丸の内二
丁目６番１号

12,875,95710.05%107,121,95719.80%

阪和興業株式会社
大阪市中央区伏見町四丁
目３番９号

729,902 0.57% 80,612,90214.90%

日鐵商事株式會社
東京都千代田区大手町二
丁目２番１号

1,698,000 1.33% 54,102,00010.00%

大和ＰＩパートナーズ
株式会社

東京都千代田区丸の内一
丁目９番１号グラントウ
キョウ ノースタワー

0 0% 54,102,00010.00%

エア・ウォーター株式
会社

札幌市中央区北三条西一
丁目２番地

432,613 0.34% 47,317,613 8.75%

大阪瓦斯株式会社
大阪市中央区平野町四丁
目１番２号

0 0% 19,230,000 3.55%

尼崎製罐株式会社
兵庫県尼崎市大島一丁目
41番１号

1,992,554 1.56% 12,864,544 2.38%

財団法人　中山報恩会
大阪市中央区西心斎橋一
丁目４番５号

10,683,195 8.34% 10,683,195 1.97%

株式会社サワライズ
福岡市西区小戸二丁目３
番18号

438,320 0.34% 5,956,568 1.10%

大中物産株式会社
東京都中央区銀座五丁目
13番３号 いちかわビル

1,000,539 0.78% 5,463,293 1.01%

計 － 29,851,08023.30%397,413,07273.47%

（注）所有株式数及び所有議決権割合については、①本株式交換において、平成24年９月30日現在の当社連結子会

社５社の株主（当社を除きます。）が保有する当該連結子会社の株式のすべてを当社が本株式交換により取

得すること（すなわち、連結子会社らの株主による株式買取請求がなされないこと）及び当社株主から株式

買取請求がなされないこと、②本第三者割当増資による割当数が、前記「１.割当予定先の状況(2)「割り当

てようとする株式の数（予定）」に記載されたとおりであること、並びに③これら以外には平成24年10月１

日以降に当社の株主の保有株式数に変動が生じていないこと、を前提として算出した数値です。本株式交換

の結果及び本第三者割当増資の最終的な条件により、第三者割当増資後の所有株式数及び議決権割合に変更

が生じる可能性があります。
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（訂正後）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数に対
する所有議決数
の割合

割当後の所有株
式数（株）

割当後の総議決権
数に対する所有議
決権数の割合

新日鐵住金株式会社
東京都千代田区丸の内二
丁目６番１号

12,875,957 6.63%107,087,95719.80%

阪和興業株式会社
大阪市中央区伏見町四丁
目３番９号

729,902 0.38% 80,585,90214.90%

日鐵商事株式會社
東京都千代田区大手町二
丁目２番１号

1,698,000 0.87% 54,085,00010.00%

大和ＰＩパートナーズ
株式会社

東京都千代田区丸の内一
丁目９番１号グラントウ
キョウ ノースタワー

0 0% 54,085,00010.00%

エア・ウォーター株式
会社

札幌市中央区北三条西一
丁目２番地

432,613 0.22% 47,298,613 8.75%

大阪瓦斯株式会社
大阪市中央区平野町四丁
目１番２号

0 0% 19,230,000 3.56%

尼崎製罐株式会社
兵庫県尼崎市大島一丁目
41番１号

12,864,544 6.62% 12,864,544 2.38%

財団法人　中山報恩会
大阪市中央区西心斎橋一
丁目４番５号

10,683,195 5.50% 10,683,195 1.98%

ゴールドマンサックス
インターナショナル

133 FLEET STREET
LONDON EC4A2BB, UK

6,500,000 3.35% 6,500,000 1.20%

ユービーエスエージー
ホンコン

AESCHENVORSTADI 1
CH-4051 BASEL
SWITZERLAND

6,000,000 3.09% 6,000,000 1.11%

計 － 51,784,21126.66%398,420,21173.67%

（注）所有株式数及び所有議決権割合については、平成25年７月９日現在の数値となっております。また、割当後の

所有株式数及び割当後の所有議決権割合については、本第三者割当増資以外には同日以降に当社の株主の保

有株式数に変動が生じていないことを前提として算出した数値です。

　

 

　　　６　大規模な第三者割当増資の必要性

（２）大規模な第三者割当増資による既存株主への影響についての取締役会の判断内容

（訂正前）

本第三者割当増資による募集株式の数は346,750千株（議決権数346,750個）（上限）であり、平成24年９月

30日現在の当社の発行済株式の総数131,383千株（議決権数128,169個）に対して、最大約264％の割合（議決権

における割合で約271％）で希薄化が生じることになります。

＜後略＞

 

（訂正後）

本第三者割当増資による募集株式の数は346,636千株（議決権数346,636個）であり、平成25年３月31日現在

の当社の発行済株式の総数131,383千株（議決権数128,161個）に対して、約264％の割合（議決権における割合

で約270％）で希薄化が生じることになります。

＜後略＞
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（３）大規模な第三者割当増資を行うことについての判断過程

（訂正前）

＜前略＞

また、本第三者割当増資は、希薄化率が25％以上となるものであることから、本株主総会において、本第三者割

当増資の必要性及び相当性について説明した上、本第三者割当増資に関する議案が、会社法上の特別決議によっ

て承認されることをもって、株主の皆様の意思確認をさせていただくことを予定しております。

 

（訂正後）

＜前略＞

また、本第三者割当増資は、希薄化率が25%以上となるものであることから、本株主総会において、本第三者割

当増資の必要性及び相当性について説明した上、本第三者割当増資に関する議案が、会社法上の特別決議によっ

て承認されております。

 

 

第三部　追完情報

（訂正前）

　　　1.事業等のリスクについて

＜中略＞

　　　2.臨時報告書の提出について

「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第119期事業年度）の提出日（平成25年６月19日）以降、本有価証

券届出書の訂正届出書の提出日（平成25年７月９日）までの間において、以下Ⅰ及びⅡの臨時報告書を提出し

ております。

＜後略＞

 

（訂正後）

　　　1.事業等のリスクについて

＜中略＞

　　　2.臨時報告書の提出について

「第四部　組込情報」の有価証券報告書（第119期事業年度）の提出日（平成25年６月19日）以降、本有価証

券届出書の訂正届出書の提出日（平成25年８月７日）までの間において、以下ⅠないしⅢの臨時報告書を提出

しております。

＜中略＞

　　Ⅲ　連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象（企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第19号に基づく報告（提出日：平成25年８月７日））

（１）当該事象の発生年月日

　　　平成25年７月９日

（２）当該事象の内容

当社は、平成25年７月９日を効力発生日とする株式交換により、当社の連結子会社である中山三星建材株式会

社、中山通商株式会社、三星商事株式会社、三星海運株式会社、及び三泉シヤー株式会社を完全子会社化いたしま

した。

これに伴い、平成26年３月期第２四半期連結会計期間において、特別利益（負ののれん発生益）を計上する予

定であります。
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（３）当該事象の連結損益に与える影響額

当該事象により、平成26年３月期第２四半期連結累計期間の連結決算において、負ののれん発生益約70億円を

特別利益として計上する見通しであります。

＜中略＞

　　　3.最近の業績の概要

平成26年３月期第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）の業績の概要

当社が公表した平成26年３月期第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表は以下の通りであります。

なお、この四半期連結財務諸表は、注記の一部を省略する等しているため、「四半期連結財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成したものではありません。また、この

四半期連結財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを終了し

ていませんので、四半期レビュー報告書は受領しておりません。
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四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

　 　 　 　 前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部 　 　
　 流動資産 　 　
　 　 現金及び預金 22,045 20,146
　 　 受取手形及び売掛金 27,639 29,070
　 　 商品及び製品 9,369 10,755
　 　 仕掛品 2,146 2,092
　 　 原材料及び貯蔵品 6,046 6,901
　 　 繰延税金資産 273 56
　 　 その他 1,820 1,281
　 　 貸倒引当金 △236 △240

　 　 流動資産合計 69,106 70,063

　 固定資産 　 　
　 　 有形固定資産 　 　
　 　 　 建物及び構築物（純額） 4,342 4,465
　 　 　 機械及び装置（純額） 5,575 5,337
　 　 　 土地 24,810 24,810
　 　 　 その他（純額） 632 441

　 　 　 有形固定資産合計 35,360 35,055

　 　 無形固定資産 224 216
　 　 投資その他の資産 　 　
　 　 　 投資有価証券 2,975 3,076
　 　 　 繰延税金資産 1 1
　 　 　 その他 2,161 2,088
　 　 　 貸倒引当金 △93 △91

　 　 　 投資その他の資産合計 5,045 5,075

　 　 固定資産合計 40,629 40,347

　 資産合計 109,736 110,410

負債の部 　 　
　 流動負債 　 　
　 　 支払手形及び買掛金 14,218 15,689
　 　 短期借入金 69,873 71,310
　 　 未払金 1,869 2,100
　 　 未払費用 1,595 2,191
　 　 未払法人税等 1,044 132
　 　 賞与引当金 337 194
　 　 その他 968 423

　 　 流動負債合計 89,906 92,041
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（単位：百万円）

　 　 　 前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

　 固定負債 　 　
　 　 長期借入金 25,694 24,078
　 　 繰延税金負債 3,393 3,348
　 　 再評価に係る繰延税金負債 1,890 1,890
　 　 退職給付引当金 1,969 1,962
　 　 役員退職慰労引当金 2 3
　 　 環境対策引当金 175 175
　 　 特別修繕引当金 13 －
　 　 負ののれん 1,487 1,440
　 　 その他 1,067 1,236

　 　 固定負債合計 35,693 34,134

　 負債合計 125,599 126,175

純資産の部 　 　
　 株主資本 　 　
　 　 資本金 15,538 15,538
　 　 資本剰余金 10,338 10,338
　 　 利益剰余金 △56,725 △56,643
　 　 自己株式 △598 △598

　 　 株主資本合計 △31,446 △31,364

　 その他の包括利益累計額 　 　
　 　 その他有価証券評価差額金 709 689
　 　 土地再評価差額金 3,364 3,364

　 　 その他の包括利益累計額合計 4,073 4,053

　 少数株主持分 11,509 11,545

　 純資産合計 △15,863 △15,765

負債純資産合計 109,736 110,410
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

　 　

前第１四半期連結累計期
間

(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期
間

(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 38,034 30,836

売上原価 36,339 27,574

売上総利益 1,694 3,261

販売費及び一般管理費 　 　
　 販売費 1,699 1,257
　 一般管理費 1,885 1,267

　 販売費及び一般管理費合計 3,585 2,524

営業利益又は営業損失（△） △1,891 737

営業外収益 　 　
　 受取利息 3 7
　 受取配当金 70 31
　 負ののれん償却額 82 46
　 持分法による投資利益 6 0
　 その他 154 64

　 営業外収益合計 318 149

営業外費用 　 　
　 支払利息 419 320
　 その他 374 164

　 営業外費用合計 793 485

経常利益又は経常損失（△） △2,367 401

特別利益 　 　
　 固定資産売却益 104 86
　 特別修繕引当金戻入額 － 13
　 負ののれん発生益 896 －
　 投資有価証券売却益 337 －

　 特別利益合計 1,337 100

特別損失 　 　
　 特別退職金 － 67
　 固定資産売却損 323 －
　 固定資産除却損 189 －
　 減損損失 175 －
　 たな卸資産評価損 162 －
　 事業構造改善引当金繰入額 40 －

　 特別損失合計 891 67

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失
（△）

△1,921 433

法人税、住民税及び事業税 216 120

法人税等調整額 △267 183

法人税等合計 △50 304

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半
期純損失（△）

△1,870 129

少数株主利益 45 47

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,915 81
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

　 　

前第１四半期連結累計期
間

(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期
間

(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期
純損失（△）

△1,870 129

その他の包括利益 　 　
　 その他有価証券評価差額金 △487 △17
　 繰延ヘッジ損益 △20 ―
　 持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

　 その他の包括利益合計 △508 △17

四半期包括利益 △2,378 112

（内訳） 　 　
　 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,409 61
　 少数株主に係る四半期包括利益 30 50
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

　

(追加情報)

（事業再生計画に基づく金融支援等の内容）

株式会社地域経済活性化支援機構（以下「機構」といいます）に対して、株式会社地域経済活性化支

援機構法（以下「機構法」といいます）第25条第１項に基づく申込を行った際に提出した事業再生計画

に基づき、平成25年６月20日付で、機構法第28条第１項に定める債権の買取決定の通知を受けました。

また、当社は、当該事業再生計画に基づき、機構による再生支援の下で、連結子会社５社（中山三星建材

株式会社、中山通商株式会社、三星商事株式会社、三星海運株式会社及び三泉シヤー株式会社）との株式

交換を平成25年７月９日に実施しております。さらに、平成25年８月27日に関係金融機関等から約602億

円の債権放棄等の金融支援を受けるとともに、新日鐵住金株式会社、阪和興業株式会社、日鐵商事株式會

社、エア・ウォーター株式会社、大阪瓦斯株式会社、及び大和ＰＩパートナーズ株式会社を引受先とする

第三者割当増資により約90億円の資金調達を予定しております。

　

（セグメント情報等）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント
調整額
 

（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額
 

（百万円）

鉄鋼　　
 

（百万円）

エンジニア　リ
ング　　　（百万

円）

不動産
　

(百万円)

化学
　

(百万円)

計
　

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 33,625 306 135 3,966 38,034 ― 38,034

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

67 3 104 0 174 △174 ―

計 33,692 309 239 3,966 38,208 △174 38,034

セグメント利益又は損失（△）
(経常利益又は経常損失(△))

△2,233 △36 58 13 △2,198 △168 △2,367

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利　　益
金　　額
(百万円)

報告セグメント計 △2,198

セグメント間取引消去 △11

全社営業外損益（注） △157

四半期連結損益計算書の経常損失
（△）

△2,367

（注）全社営業外損益は、主に報告セグメントに帰属しない営業外収益と営業外費用の差額であります。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　

報告セグメント
調整額
 

（百万円）

四半期連結
損益計算書
計上額
 

（百万円）

鉄鋼
 

（百万円）

エンジニア
リング
（百万円）

不動産
　

(百万円)

計
　

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 30,454 199 182 30,836 ― 30,836

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

78 0 78 157 △157 ―

計 30,532 199 261 30,993 △157 30,836

セグメント利益又は損失（△）
(経常利益又は経常損失(△))

426 △28 94 492 △91 401

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利　　益
金　　額
(百万円)

報告セグメント計 492

セグメント間取引消去 △11

全社営業外損益（注） △80

四半期連結損益計算書の経常利益 401

（注）全社営業外損益は、主に報告セグメントに帰属しない営業外収益と営業外費用の差額であります。
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（重要な後発事象）

共通支配下の取引等

（当社を株式交換完全親会社とする株式交換による連結子会社株式の取得）

当社は、平成25年３月28日開催の取締役会において締結した株式交換契約に基づき、平成25年７月９日

を効力発生日として、当社の連結子会社である中山三星建材株式会社（以下、「中山三星建材」といいま

す。）、中山通商株式会社（以下、「中山通商」といいます。）、三星商事株式会社（以下、「三星商事」と

いいます。）、三星海運株式会社（以下、「三星海運」といいます。）及び三泉シヤー株式会社（以下、

「三泉シヤー」といいます。）（以下、上記連結子会社５社を総称して「連結子会社ら」といいます。）

を完全子会社とする株式交換を実施いたしました。本株式交換の概要は以下の通りであります。

１．株式交換の方法

当社を株式交換完全親会社、連結子会社ら各社を株式交換完全子会社とする株式交換です。

　

２．本株式交換に係る割当ての内容

 中山製鋼所
（株式交換完
全親会社）

中山三星建材
（株式交換完
全子会社）

中山通商
（株式交換完
全子会社）

三星商事
（株式交換完
全子会社）

三星海運
（株式交換完
全子会社）

三泉シヤー
（株式交換完
全子会社）

株式交換比率 1 177 25 35 563 63

（注１）株式の割当比率

中山三星建材の普通株式１株に対して、当社の普通株式177株を割当て交付いたしました。中山

通商の普通株式１株に対して、当社の普通株式25株を割当て交付いたしました。三星商事の普通株

式１株に対して、当社の普通株式35株を割当て交付いたしました。三星海運の普通株式１株に対し

て、当社の普通株式563株を割当て交付いたしました。三泉シヤーの普通株式１株に対して、当社の

普通株式63株を割当て交付いたしました。

（注２）本株式交換により交付する株式数等

当社は、本株式交換により、普通株式152,772,900株を割当て交付いたしました。交付した株式は

当社が保有する自己株式を充当せず、新株式の発行を行いました。

　
３．取得原価、発生した負ののれん発生益の金額、増加した資本剰余金の金額

取得原価　　　　　14,555百万円

負ののれん発生益　 7,031

資本剰余金増加額　 4,653
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